
証券コード9311
2026年６月８日

（電子提供措置の開始日2026年６月４日）

株 主 各 位
東京都千代田区有楽町一丁目13番２号

代表取締役社長 木 村 健 一

第104回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第104回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通

知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット

上の下記ウェブサイトに「第104回定時株主総会招集ご通知」として電子提供
措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト （https://www.asagami.co.jp/)
上記のウェブサイトにアクセスして、「ＩＲ情報」「ＩＲ資料」「株主総会関
連」を順に選択の上、ご覧ください。
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載してお

ります。
東京証券取引所ウェブサイト
(https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）
上記のウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検
索し、「基本情報」「縦覧書類/ＰＲ情報」を順に選択の上、ご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行
使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書
類をご検討いただき、2026年６月24日（水曜日）午後６時までに議決権をご行使いた
だきたくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2026年６月25日（木曜日）午前10時 (受付開始は午前９時）

2. 場 所 東京都千代田区内幸町一丁目１番１号
帝国ホテル本館３階 鶴の間
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3. 目的事項

報 告 事 項 第104期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

1. 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

2. 計算書類報告の件

決 議 事 項

議 案 剰余金の処分の件

以 上
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出くださいますようお願い申し上げます。

2. 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意
思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

3. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイ
トに修正内容を掲載させていただきます。
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アクセス手順について

「次へすすむ」をクリック

1. 議決権行使ウェブサイトに
アクセスする

クリック

お手元の議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」
をクリック

2. ログインする

クリック

入 力

お手元の議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」を入力し、「登録」をクリック

3. パスワードの入力

入 力

クリック

以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

■ 書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、イン
ターネット等による議決権行使を有効なものといたします。
インターネット等により複数回数、またはパソコン、スマートフォンまた
は携帯電話等で重複して議決権を行使された場合は、最後に行使されたも
のを有効な議決権行使として取り扱うことといたします。

ご注意事項

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

9：00～21：00ふ0120-652-031

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

「スマート行使」について
同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウ
ェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決
権行使コード」および「パスワード」が入力不要でアクセスできます。
※上記方法での議決権行使は1回に限ります。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの 登録商標です。

インターネット等による

議決権行使のご案内
インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決

権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

議決権

行使期限

2026年６月24日（水曜日）

午後６時まで

議決権行使

ウェブサイト
https://www.web54.net
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事 業 報 告

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項

1. 事業の経過およびその成果

(1) 全般的概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、高水準な物価動向が継続しました。

主要産業である自動車生産台数は横ばいで推移しましたが、中東情勢による原

油価格上昇懸念は大きく、その関連産業への影響が今後の景気下押しリスクと

なっております。その他海外の動向や為替相場も注視する必要があり、先行き

は不透明な状況となっております。

物流業界では、燃料価格が年度末に急激に上昇し、ドライバーの有効求人倍

率も依然として高く、厳しい経営環境が続いております。不動産業界では、都

心オフィスにおける空室率は低水準で推移し、賃料は上昇傾向にあります。印

刷業界の婚礼分野では、婚姻件数が下げ止まり傾向ではあるものの、引き続き

低水準に留まっています。年賀分野では、年賀葉書の発行枚数の減少が継続し、

新聞分野についても、発行部数の減少傾向は変わらず、依然として厳しい状況

が続いております。

このような経営環境に対応すべく、当社グループは、原点である経営理念の

「顧客に対する最高のサービス」、「適正利潤の追求」、「眞に働きがいのある会

社」に立ち返り、取組みを行ってまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は39,123百万円（前年同期比0.5％増）、

営業利益は2,582百万円（前年同期比33.9％増）、経常利益は2,667百万円（前年

同期比29.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,781百万円（前年同期

比51.7％増）となりました。

(2) 事業別概況

＜物流事業＞

当事業のうち、倉庫部門につきましては、主に物流センターの保管取扱量

が減少したことにより売上高は1,855百万円（前年同期比1.4％減）となりま

した。

港湾フォワーディング部門につきましては、主に輸入鋼材等の取扱量や米

国の関税政策の影響から航空貨物の取扱量等が減少した一方、製鉄関連の作

業量、建設機械の輸出取扱量等が増加したことにより売上高は6,931百万円

（前年同期比4.5％増）となりました。
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運輸部門につきましては、主に建設機械や鉄筋鋼材の国内輸送量等が減少

した一方、物流コスト上昇に伴う料金改定や国内の需要動向を受けた鋼管材

に係るクレーン作業量等が増加したことにより売上高は13,972百万円（前年

同期比5.4％増）となりました。

この結果、当事業の売上高は22,758百万円（前年同期比4.5％増）、営業利

益は2,221百万円（前年同期比12.3％増）となりました。

＜不動産事業＞

当事業につきましては、一部物件の契約条件見直しにより売上高は3,480百

万円（前年同期比1.3％減）、営業利益は修繕費等の増加により1,681百万円

（前年同期比5.5％減）となりました。

＜印刷事業＞

当事業につきましては、新聞分野においては他社工場からの移管に伴う新

聞印刷物の受託数増加と料金改定等により増収となりました。一方、年賀分

野においては年賀葉書の発行枚数が漸減傾向にあることを背景に受注件数も

減少したほか、婚礼分野においても市場の縮小傾向を受けて、取引先構成の

適正化に取組んだ結果、婚礼印刷の受注件数は減少となりました。

この結果、当事業の売上高は13,875百万円（前年同期比5.8％減）、営業利

益は新聞分野の増収に加え、婚礼分野において前期までに実施した事業構造

改善による固定費削減策が奏功したこと等により875百万円（前年同期比

110.5％増）となりました。

＜その他＞

当事業につきましては、主に建設工事関連の工事量増加により売上高は741

百万円（前年同期比8.7％増）、営業利益は83百万円（前年同期比35.2％増）

となりました。
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事業のセグメント別売上高

区 分
当連結会計年度 前年同期比増減(△)

金 額 構成比 金 額 増減率

千円 ％ 千円 ％

物 流 事 業 22,758,971 58.2 982,048 4.5

倉 庫 部 門 1,855,007 4.7 △26,305 △1.4

港湾フォワーディング部門 6,931,264 17.7 296,398 4.5

運 輸 部 門 13,972,700 35.7 711,955 5.4

不 動 産 事 業 3,480,733 8.9 △46,373 △1.3

印 刷 事 業 13,875,655 35.5 △858,348 △5.8

そ の 他 741,007 1.9 58,998 8.7

計 40,856,367 104.4 136,325 0.3

セグメント間の内部売上 △1,733,286 △4.4 42,973 ―

合 計 39,123,081 100.0 179,298 0.5

(3) 所在地別概況

該当事項はありません。

2. 資金調達等についての状況

(1) 資金調達

設備投資に係る資金調達は、借入および自己資金により行っております。

(2) 設備投資

当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は、有形固定資産

1,097,147千円、無形固定資産137,718千円であります。その主なものは、車両、

荷役機械の更新およびシステム改修や業務改善を目的としたソフトウェアの更

新と導入であります。
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3. 財産および損益の状況

区 分 2022年度 2023年度 2024年度
2025年度

(当連結会計年度)

売 上 高 (千円) 41,091,546 39,634,023 38,943,782 39,123,081

経 常 利 益 (千円) 1,872,459 1,636,774 2,056,821 2,667,768

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(千円) 997,008 858,423 1,174,041 1,781,412

１株当たり当期純利益 (円) 704.71 606.79 829.98 1,259.37

総 資 産 額 (千円) 45,325,575 45,549,726 44,249,406 45,456,708

純 資 産 額 (千円) 19,080,047 20,242,573 21,313,300 23,583,801

4. 対処すべき課題

今後のわが国経済の見通しといたしましては、海外依存度が高い原材料の関

連産業が多く、各国の政策や紛争に大きく影響されるため、不透明な状況とな

っております。

そのような環境の中、当連結会計年度において当社グループは、次の重点課

題に取組みました。今後も顧客から常に「選ばれる企業」として持続的な成長

を目指してまいります。

(1) 顧客満足度・品質の向上

「安全はすべてに優先する」という認識のもと、経営層との情報共有を迅速

に行い、安全確保のための改善提案やヒヤリハットの共有を行っており、優秀

な改善提案には表彰を行う等、積極的に改善活動に取組む土壌を作ることに努

めております。

また、既存顧客と日頃から頻繁にコミュニケーションを取り、顧客の課題解

決に尽力できるよう検討・提案をしております。長く取引を継続してもらえる

よう部署や営業所を越えて協力し、進めております。

(2) 事業規模の拡大

既存顧客が抱える課題解決による新たな業務受託に努めております。また、

これまでに培った社外ネットワークを活用し、他社との情報交換および社内で

の情報共有を行い、新たな顧客獲得にも努めております。

今後も顧客とのコミュニケーションを密に取り、事業拡大等のビジネスチャ

ンスを逃さないように努めてまいります。
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(3) 業務効率化

書類や業務工数の削減、手順の簡素化等の業務効率化に継続して取組んでお

ります。業務担当者間で業務を継承・共有しやすくし、人数が減っても業務を

継続できるような仕組みにするとともに、時間が空いた従業員が新たな業務に

取組みやすい環境を目指しております。

労働力不足は今後も継続すると思われるため、引き続き取組んでまいります。

(4) 人材の育成・確保

人材育成・確保の施策として、資格取得支援、若手社員のOJT教育、定期的な

面談、自己申告制度による意見の吸い上げ、各種研修等を実施しております。

人材採用に関しては、Webおよび対面による面接の双方を実施し、学校とのリ

レーション構築等、継続して多くの就職希望者と面談する機会を作れるよう工

夫を行っております。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い

申し上げます。
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5. 主要な事業セグメント

当社グループは、当社、親会社、連結子会社９社で構成され、物流事業、不動

産事業、印刷事業、その他の４部門に関する事業を行っております。

6. 主要な拠点等

(1) 主要な営業所および工場

① 当社の主要な事業所

名 称 所 在 地

本 社 東京都千代田区

仙 台 支 店 宮城県多賀城市

東 京 倉 庫 支 店 東京都江東区

東 京 海 運 支 店 東京都江東区

京 葉 支 店 千葉県船橋市

千 葉 支 店 千葉県千葉市中央区

市 原 支 店 千葉県市原市

横 浜 支 店 神奈川県横浜市中区

小 松 支 店 石川県小松市

② 子会社の主要な事業所

会 社 名 所 在 地

浅上重機作業株式会社 千葉県千葉市中央区

アサガミ・キャリア・クリエイト株式会社 東京都江東区

株式会社エアロ航空 東京都江東区

港運輸工業株式会社 神奈川県横浜市金沢区

ホワイト・トランスポート株式会社 石川県小松市

アサガミプレスセンター株式会社 東京都江東区

アサガミプレスいばらき株式会社 茨城県東茨城郡茨城町

マイプリント株式会社 東京都多摩市

アサガミ物流株式会社 神奈川県横浜市鶴見区

― 9 ―

2026年05月25日 13時41分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



(2) 従業員の状況

事 業 セ グ メ ン ト 従 業 員 数

名

物 流 事 業 993

不 動 産 事 業 4

印 刷 事 業 367

そ の 他 21

全 社 （共 通） 59

合 計 1,444

(注) 従業員数は就業人員であります。

7. 重要な親会社および子会社の状況

(1) 親会社との関係

会 社 名 資 本 金
親会社が有する
当社の出資比率

主 要 な
事業内容

関 係 内 容

株式会社オーエーコーポレーション

千円 ％

不動産賃貸
事 業

当社は親会社から
設備等の賃借をし
運営しておりま
す。

10,000 52.40

(注) 出資比率は、自己株式を含めて計算しております。

(2) 親会社との間の取引に関する事項

① 当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項

一般的な取引条件と同様の適切な条件による取引を基本とし、設備の賃借

については、設備の維持管理費および投資価値を勘案した価格を基準にして

決定しております。

② 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての当社の取締役会の判

断およびその理由

当社は、経営に対する適切な意見を得ながら、取締役会における多面的な

議論を経て決定しております。

事業運営に関しては、一定の協力関係を保つ必要があると認識しつつ、経

営方針や事業計画は当社独自に作成しており、上場会社として独立性を確保

し、経営および事業活動に当たっております。

③ 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見

該当事項はありません。
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(3) 重要な子会社および関連会社の状況

① 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出資比率 主 要 な 事 業 内 容

千円 ％

浅上重機作業株式会社 25,000 100.0 重機械作業の請負事業

アサガミ・キャリア・クリエイト株式会社 10,000 100.0 一般労働者派遣事業

株式会社エアロ航空 70,000 100.0 航空貨物取扱事業

港運輸工業株式会社 50,000 100.0 貨物自動車運送事業

ホワイト・トランスポート株式会社 10,000 60.0 貨物自動車運送事業

アサガミプレスセンター株式会社 10,000 100.0 印刷事業

アサガミプレスいばらき株式会社 50,000 65.0 印刷事業

マイプリント株式会社 100,000 100.0 印刷事業

アサガミ物流株式会社 50,000 100.0 貨物自動車運送事業

当連結会計年度の連結売上高は39,123,081千円（前年同期比0.5％増）、親会社株

主に帰属する当期純利益は1,781,412千円（前年同期比51.7％増）であります。

② 重要な関連会社の状況

該当事項はありません。

(4) その他

該当事項はありません。

8. 主要な借入先および借入額

借 入 先 借 入 額

千円

三井住友信託銀行株式会社 2,135,800

株式会社三井住友銀行 2,019,680

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,877,740

株式会社商工組合中央金庫 1,264,000

株式会社みずほ銀行 558,000

9. その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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Ⅱ．会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）

1. 発行可能株式総数 4,872,000株

2. 発行済株式の総数 1,414,531株

（自己株式3,469株を除く。）

3. 株 主 数 687名

4. 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

百株 ％

株式会社オーエーコーポレーション 7,431 52.53

三井住友信託銀行株式会社 620 4.38

芝海株式会社 504 3.56

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 382 2.70

大同生命保険株式会社 365 2.58

共栄火災海上保険株式会社 360 2.54

株式会社東京ウエルズ 300 2.12

アサガミ従業員持株会 231 1.63

三菱ふそうトラック・バス株式会社 150 1.06

株式会社商工組合中央金庫 150 1.06

(注) 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
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Ⅲ．会社役員に関する事項（2026年３月31日現在）

1. 取締役および監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役会長 木 村 知 躬
アサガミプレスセンター株式会社代表取締役会長
アサガミプレスいばらき株式会社代表取締役会長
マイプリント株式会社代表取締役名誉会長

代表取締役社長 木 村 健 一
社長執行役員営業本部長
マイプリント株式会社代表取締役会長

代表取締役専務 篠 塚 昌 宏 専務執行役員営業副本部長

取 締 役 泉 山 元
三八五流通株式会社代表取締役社長
株式会社青森テレビ社外取締役

取 締 役 水 越 豊
ボストンコンサルティンググループシニア・パートナー・エメリタス
株式会社カプコン社外取締役

取 締 役 北 村 邦太郎
三井住友信託銀行株式会社名誉顧問
富士フイルムホールディングス株式会社社外取締役
株式会社オオバ社外監査役

取 締 役 馬 田 一 ＪＦＥホールディングス株式会社名誉顧問

取 締 役 野 口 俊 夫 常務執行役員総務部長、秘書室長

取 締 役 北 川 敏 行
執行役員関連事業部長
マイプリント株式会社代表取締役社長

取 締 役 堀 籠 聖 二
執行役員東京倉庫支店長
アサガミプレスセンター株式会社代表取締役社長
アサガミプレスいばらき株式会社代表取締役社長

取 締 役 田 中 茂 執行役員安全管理室長、事業管理部長

取 締 役 木 村 亮 一

取 締 役 渡 邉 幹 文
執行役員人事部長

アサガミ・キャリア・クリエイト株式会社代表取締役

監 査 役 濱 本 英 輔

監 査 役 金 髙 雅 仁 株式会社ニトリホールディングス社外取締役

監 査 役 石 橋 義 久 (常勤)

監 査 役 藤 縄 省 吾 (常勤)

(1) 当該事業年度に退任した取締役および監査役

＜退任取締役＞ 藤 縄 省 吾 2025年６月26日退任

＜退任監査役＞ 金 澤 昭 雄 2025年６月26日退任

関 根 民 雄 2025年６月26日退任
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(2) 社外取締役は、下記のとおりです。

泉 山 元

水 越 豊

北 村 邦太郎

馬 田 一

なお、当社は社外取締役泉山元氏、水越豊氏、北村邦太郎氏および馬田一氏

を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て

おります。

(3) 社外監査役は、下記のとおりです。

濱 本 英 輔

金 髙 雅 仁

なお、当社は社外監査役濱本英輔氏および金髙雅仁氏を東京証券取引所の定

めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(4) 社外監査役濱本英輔氏は、税務行政等の要職を歴任しており、財務および会

計に関する相当程度の知見を有するものであります。

(5) 当該事業年度中の取締役等の地位もしくは担当または重要な兼職の状況の異

動

該当事項はありません。

2. 責任限定契約の内容の概要

当社定款においては、非業務執行取締役および監査役の会社法第423条第１項の

責任について、善意かつ重過失がないときは一定の限度を設ける契約を締結する

ことができる旨を定めておりますが、現時点では、責任限定契約を締結しており

ません。
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3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担す

ることになる被保険者の業務の遂行に起因して保険期間中に損害賠償請求がなさ

れたことによって被る損害を当該保険契約により填補することとしております。

当該役員等賠償責任保険の被保険者は、当社取締役、当社監査役、当社執行役

員および子会社役員であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が

負担しております。

4. 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等

(1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社の企業理念を体現する優秀な人材を確保し、企業価値を向上させる動機

づけになる報酬とする基本方針を取締役会で決定しております。

当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、役位、職責に応じて、総

合的に勘案して決定しております。業績連動報酬および非金銭報酬は設定せず、

固定報酬のみとしております。社外取締役の報酬についても同様としておりま

す。

(2) 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

① 取締役の報酬額について

2006年６月28日開催の第84回定時株主総会での決議により、報酬額は月額

3,000万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員

数は10名（うち、社外取締役は３名）です。

② 監査役の報酬額について

1995年６月29日開催の第73回定時株主総会での決議により、報酬額は月額500

万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は

４名です。
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(3) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長の木村健一が

取締役の個人の報酬額の具体的な内容を決定しております。

その権限の内容は、当社の定める一定の基準に基づき報酬額を決定すること

であります。

これらの権限を委任した理由は、当社の定める一定の基準に基づき報酬額を

決定すること、また、定時株主総会で月額の上限が定められていること、取締

役の報酬の基本方針が取締役会で決定されていることから委任しております。

当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締

役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

(4) 取締役および監査役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の
総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(人)基本報酬
業績連動報

酬等
非金銭報酬

等
取締役

(うち社外
取締役)

295,272
(29,104)

295,272
(29,104)

―
(―)

―
(―)

14
(4)

監査役
(うち社外
監査役)

48,432
(18,192)

48,432
(18,192)

― ―
6

(3)

(注) 1. 上記の支給のほか次のとおりの支給があります。

取締役 使用人兼務の場合の使用人分給与 55,515千円

2. 上記取締役および監査役の報酬等の額は、当事業年度中に計上した役員退職慰労引当金繰
入額56,505千円が含まれております。

5. 社外役員に関する事項

(1) 取締役 泉山元氏、取締役 水越豊氏、取締役 北村邦太郎氏、取締役 馬

田一氏

① 他の法人等の業務執行者の兼職状況および当社と当該他の法人等との関係

取締役 泉山元氏は、三八五流通株式会社の代表取締役社長であります。

なお、当社と三八五流通株式会社は、社外役員の相互就任の関係がありま

す。また、業績面における影響は僅少ではありますが、取引関係がありま

す。

― 16 ―

2026年05月25日 13時41分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



② 他の法人等の社外役員等の兼職状況および当社と当該他の法人等との関係

取締役 泉山元氏は、株式会社青森テレビの社外取締役であります。なお、

当社と株式会社青森テレビとの間に記載すべき関係はありません。

取締役 水越豊氏は、株式会社カプコンの社外取締役であります。なお、

当社と株式会社カプコンとの間に記載すべき関係はありません。

取締役 北村邦太郎氏は、富士フイルムホールディングス株式会社の社外

取締役、株式会社オオバの社外監査役であります。なお、当社と富士フイ

ルムホールディングス株式会社および株式会社オオバとの間に記載すべき

関係はありません。

③ 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

④ 当事業年度における主な活動状況

ア．取締役会への出席状況および発言状況

区
分

氏 名 主な活動状況

取
締
役

泉 山 元
当社取締役会には、11回全てに出席し、企業経営について豊
富な知識と経験に基づき、貴重な発言を行っております。

取
締
役

水 越 豊
当社取締役会には、11回全てに出席し、企業経営について豊
富な知識と経験に基づき、貴重な発言を行っております。

取
締
役

北 村 邦太郎
当社取締役会には、11回中10回に出席し、企業経営について
豊富な知識と経験に基づき、貴重な発言を行っております。

取
締
役

馬 田 一
当社取締役会には、11回全てに出席し、企業経営について豊
富な知識と経験に基づき、貴重な発言を行っております。

イ．取締役 泉山元氏、取締役 水越豊氏、取締役 北村邦太郎氏、 取締役

馬田一氏の意見により変更された事業方針

該当事項はありません。
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(2) 監査役 濱本英輔氏、監査役 金髙雅仁氏

① 他の法人等の業務執行者の兼職状況および当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。

② 他の法人等の社外役員等の兼職状況および当社と当該他の法人等との関係

監査役 金髙雅仁氏は、株式会社ニトリホールディングスの社外取締役で

あります。なお、当社と株式会社ニトリホールディングスとの間に記載す

べき関係はありません。

③ 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

④ 当事業年度における主な活動状況

ア．取締役会・監査役会への出席状況および発言状況

区
分

氏 名 主な活動状況

監
査
役

濱 本 英 輔

当社取締役会には、11回中８回に出席し、税務行政等の要職
を歴任され人格、識見ともに高く客観的な立場から適切な発
言を行っております。また、当社監査役会には、６回中３回
に出席し、監査結果について意見交換、監査に関する重要事
項の協議会等を行っております。

監
査
役

金 髙 雅 仁

監査役就任後に開催された当社取締役会には、９回中８回に
出席し、警察行政の要職を歴任され人格、識見ともに高く客
観的な立場から適切な発言を行っております。また、監査役
就任後に開催された当社監査役会には、４回中３回に出席し、
監査結果について意見交換、監査に関する重要事項の協議会
等を行っております。

イ．監査役 濱本英輔氏、監査役 金髙雅仁氏の意見により変更された事業

方針

該当事項はありません。
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Ⅳ．会計監査人に関する事項

1. 会計監査人の名称

興誠監査法人

2. 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

3. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(1) 公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬

36,385千円

(2) 当社および子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

36,385千円

(注) 1. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を
踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績および報酬額
の推移ならびに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当該事業年度の監査計画および
報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の
同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、
上記金額は合計額で記載しております。

4. 非監査業務の内容

該当事項はありません。

5. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認

められる場合には、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任い

たします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株

主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

6. 当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の当社の子会社の計算関係

書類監査の状況

該当事項はありません。

7. 当事業年度中に辞任した会計監査人に関する事項

該当事項はありません。
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Ⅴ．取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

その他業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

当社は、2006年５月12日開催の取締役会において決議した取締役の職務の執行が

法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保する

ための体制構築の基本方針について、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法

律第90号）および「会社法施行規則等の一部を改正する省令」（平成27年法務省令第

６号）が2015年５月１日に施行されたことを踏まえて、2015年５月15日開催の取締

役会において、基本方針を決議いたしました。当該体制についての決定内容および

当該体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

1. 業務の適正を確保するための体制

(1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

アサガミコンプライアンス指針を遵守し、法令および定款違反を未然に防止

する。取締役が他の取締役の法令および定款違反を発見した場合は直ちに監査

役および取締役会に報告するなどコーポレート・ガバナンス体制を強化する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、法令および社内規程に基づきその

保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、

保存期間は稟議規程、文書取扱規程により定める。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理体制の基礎として内部統制に係る規程を定め、個々のリスクにつ

いての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測

の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡

チームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める

体制を整える。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程にお

いて、それぞれの責任者およびその責任、執行手続の詳細について定めること

とする。取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制と

して、取締役会を原則月１回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する

ものとする。

また、当社では取締役会の意思決定の迅速化および業務執行の監督機能強化

を図るため、執行役員制度を導入している。
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(5) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

アサガミコンプライアンス指針を遵守し、法令および定款違反を未然に防止

する。コンプライアンス委員会の活動および内部通報規程の運用を通し、コン

プライアンス体制の充実・強化を推進する。

社長の指揮のもと、内部統制委員会を設置し、内部統制の構築・向上を推進

する。また、内部統制の維持・改善を図るため、執行部門から独立し、社長直

轄部門である内部監査室を置き、業務が経営方針、諸規程、業務マニュアル等

に準拠して適正に行われているか否かを監査するものとする。

(6) 当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正

を確保するための体制

グループ会社における業務の適正を確保するため、アサガミコンプライアン

ス指針をグループ会社全てに適用し、グループ各社で諸規程を定めるものとす

る。

経営管理については、グループ会社の経営管理基本方針および関連会社の管

理規程を定め、当社への決裁・報告制度による関係会社経営の管理を行うもの

とする。

(7) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人の取締役か

らの独立性に関する事項ならびに監査役の当該使用人に対する指示の実効性

の確保に関する事項

監査役が求めた場合には、監査役の職務を補助すべき使用人を置くこととす

る。同使用人の任命、解任、評価、人事異動、賃金等の改定については監査役

会の同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立を確保するものとす

る。また、監査役からの指揮命令に関し、同使用人は取締役および他使用人か

らの指揮命令を受けないものとする。

(8) 当社および子会社の取締役および使用人等が監査役に報告するための体制そ

の他の監査役への報告に関する体制および報告したことを理由として不利な

取扱いを受けないことを確保するための体制

当社および子会社の取締役および使用人等は当社および子会社の業務または

業績に影響を与える重要な事項についてガイドラインを定め監査役につど報告

するものとする。

また、監査役への情報提供を理由とした不利益な取扱いは行わないものとす

る。

― 21 ―

2026年05月25日 13時41分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役はいつでも必要に応じて、当社および子会社の取締役および使用人等

に対して報告を求めることができるものとする。

また、監査役は必要に応じて法律・会計の専門家に相談することができるも

のとし、その費用を会社に請求できるものとする。会社は当該費用が当該監査

役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用を

処理する。

また、内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況の一環と

して、反社会的勢力排除に向けた基本的な考えを、当社の「行動指針」に反社会

的勢力へは断固反対すると明記しております。

その整備状況としては、不当要求等の対応部署を総務部とし、所轄警察署、特

殊暴力防止対策協議会、顧問弁護士等の外部専門機関とともに連携しながら情報

交換、各種研修等を通じて反社会的勢力および団体との関係が発生しないよう努

めております。

2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

取締役会は、取締役13名の内、社外取締役が４名を占め、執行役員会との連携

を重視し、会社の重要な業務執行を決定するほか、各取締役の職務の執行状況を

監督しております。

また、社外取締役には企業経営についての豊富な知識と経験を客観的な立場か

ら経営に生かしていただいております。また、独立かつ中立的な立場から経営の

監視機能を担っていただいております。なお、４名全員は独立役員として指定い

たしております。

監査役会は、監査役４名の内、２名が社外監査役であり、取締役会等の重要な

会議に出席するほか、企業の合法性、信頼性維持のため、子会社をも含めた充分

な監査体制を構築しております。

また、社外監査役は、独立性を保ち企業統治等に関して十分な知識と経験を有

しており、適法性の監査にとどまらず、外部者の立場からも経営全般について大

局的な観点から助言をいただいております。なお、両名は独立役員として指定い

たしております。

執行役員会は、取締役兼務執行役員および執行役員で構成され、原則として四

半期に１回開催し、経営に関する重要事項を協議しております。

また、各支店・営業所の収支状況等の報告・確認等を行っております。
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コンプライアンス委員会は、社長を委員長とし、役職員に対するコンプライア

ンス意識、倫理意識の啓発、法令違反行為およびその疑いがある場合の事実関係

の調査や再発防止策の検討を行うことを目的に設置し、原則として月１回開催し

ております。コンプライアンスに関する業務については社長以下担当取締役等が

中心となって取組んでおります。

内部統制委員会は、社長を委員長とし、内部統制体制整備のため定期的に委員

会を開催しております。委員会におきましては、内部統制の推進に必要な事項の

協議、改善策の検討・改善状況の報告等を行っております。

Ⅵ．株式会社の支配に関する基本方針

特記すべき事項はありません。

Ⅶ．剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様への利益配分を経営の重要課題の一つとして位置づけ、事

業基盤の強化および財務体質の強化を踏まえ、安定的かつ継続的な配当を行うこ

とを基本方針としております。

当事業年度の期末配当金につきましては、１株当たり140円を予定しておりま

す。

また、次期の配当予想額につきましては経営環境の先行きを慎重に見極める必

要があることから未定としております。

今後につきましても、この基本方針に基づき随時検討してまいります。

(注) 本事業報告中の記載金額および株式数は、表示単位未満の端数を切捨てております。
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連 結 貸 借 対 照 表

(2026年３月31日現在)
(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部)

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形、売掛金及び契約資産

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

借 地 権

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

退職給付に係る資産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

13,748,530

7,456,102

3,761,865

1,025,112

29,891

3,509

666,423

806,335

△708

31,708,177

23,321,472

4,526,917

1,581,460

16,601,187

611,906

1,423,068

1,107,626

315,441

6,963,637

3,856,603

358,835

757,406

78,833

1,958,345

△46,386

(負 債 の 部)

流 動 負 債

支払手形及び買掛金

電 子 記 録 債 務

短 期 借 入 金

未 払 法 人 税 等

賞 与 引 当 金

損 害 賠 償 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債

長 期 借 入 金

繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金負債

役員退職慰労引当金

退職給付に係る負債

長 期 預 り 金

そ の 他

9,899,378

2,696,097

582,834

3,165,771

648,052

418,098

86,765

2,301,759

11,973,528

5,047,779

309,710

2,617,606

1,576,420

1,375,903

797,857

248,250

負 債 合 計 21,872,907

(純 資 産 の 部)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

土 地 再 評 価 差 額 金

非 支 配 株 主 持 分

16,164,015

2,189,000

32,425

13,955,945

△13,355

7,287,289

1,788,808

5,498,481

132,496

純 資 産 合 計 23,583,801

資 産 合 計 45,456,708 負 債 純 資 産 合 計 45,456,708
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連 結 損 益 計 算 書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 39,123,081

売 上 原 価 30,901,562

売 上 総 利 益 8,221,518

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,639,384

営 業 利 益 2,582,134

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 172,040

そ の 他 83,912 255,952

営 業 外 費 用

支 払 利 息 113,400

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 30,052

そ の 他 26,866 170,318

経 常 利 益 2,667,768

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 73,857

受 取 保 険 金 30,028

退 職 給 付 に 係 る 負 債 戻 入 額 82,000 185,886

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 23,067

減 損 損 失 10,110

投 資 有 価 証 券 評 価 損 10,823

損 害 賠 償 引 当 金 繰 入 額 86,765 130,765

税金等調整前当期純利益 2,722,889

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 967,831

法 人 税 等 調 整 額 △28,687 939,144

当 期 純 利 益 1,783,744

非支配株主に帰属する当期純利益 2,332

親会社株主に帰属する当期純利益 1,781,412
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連結株主資本等変動計算書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

(単位：千円)

残 高 及 び 変 動 事 由
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 2,189,000 32,425 12,344,276 △13,355 14,552,346

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △169,743 △169,743

親会社株主に帰属する当期純利益 1,781,412 1,781,412

株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

連結会計年度中の変動額合計 － － 1,611,668 － 1,611,668

当 期 末 残 高 2,189,000 32,425 13,955,945 △13,355 16,164,015

(単位：千円)

残 高 及 び 変 動 事 由

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証
券評価差額金

土地再評価
差 額 金

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括利
益累計額合計

当 期 首 残 高 1,140,929 5,498,481 △8,621 6,630,789 130,164 21,313,300

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △169,743

親会社株主に帰属する当期純利益 1,781,412

株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

647,878 8,621 656,499 2,332 658,831

連結会計年度中の変動額合計 647,878 － 8,621 656,499 2,332 2,270,500

当 期 末 残 高 1,788,808 5,498,481 － 7,287,289 132,496 23,583,801
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連結注記表

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数…………９社

連結子会社の名称………浅上重機作業㈱、アサガミ・キャリア・クリエイト

㈱、㈱エアロ航空、港運輸工業㈱、アサガミ物流㈱、

ホワイト・トランスポート㈱、アサガミプレスセン

ター㈱、アサガミプレスいばらき㈱、マイプリント

㈱

(2) 非連結子会社の数………４社

非連結子会社の名称……㈱いんさつどっとねっと、㈱エーキューブ、浅上物

流（唐山）有限公司、㈱ネスパ・ディディ

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損

益および利益剰余金等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしてい

ないため連結の範囲から除いております。

2. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社および関連会社の状況

持分法を適用していない会社の名称

（非連結子会社） ㈱いんさつどっとねっと、㈱エーキューブ、浅上物

流（唐山）有限公司、㈱ネスパ・ディディ

（関連会社） 日中連運サービス㈱、㈱ＨＡＮＹ ＩＮＴＥＲＮＡ

ＴＩＯＮＡＬ

持分法を適用していない理由

持分法を適用していない非連結子会社および関連会社は、当期純損益および

利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性がないため、

持分法の適用から除いております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。
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4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

期末決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

② 棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

仕掛品

個別法

その他棚卸資産

主として総平均法

③ デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債務）の評価基準及び評

価方法

時価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

建物、構築物は定額法、その他の資産については、定率法によっておりま

す。

なお、一部の連結子会社においてはその他の資産は定額法によっておりま

す。また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度

額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっておりま

す。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、償却年数については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。また、ソフトウェア（自社利用分）

については、利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

④ 長期前払費用

定額法によっております。なお、償却年数については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。
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(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。

③ 役員退職慰労引当金

当社および主要な連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

④ 損害賠償引当金

将来の損害賠償に対する支出に備えるため、支出見込額を計上しておりま

す。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債および退職給付費用の計算にあたり、簡便法を適用し

ております。

(5) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

① 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理によ

っております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段………金利スワップ

ヘッジ対象………変動金利の借入金

ヘッジ方針

将来の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを行っております。

ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略し

ております。

② 収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び

「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021

年３月26日）を適用しており、主要な事業における主な履行義務は顧客との契

約に基づいて財またはサービスを提供する義務を負っております。

当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容および収益を認識す

る通常の時点は以下のとおりであります。
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・物流事業

物流事業においては、主に出荷時点またはサービスの提供が完了した時点

で収益を認識しております。出荷においては、出荷時から当該サービスの

支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、重要性等

に関する代替的な取扱いを適用し、出荷時に収益を認識しております。

・不動産事業

不動産事業においては、賃貸借契約期間にわたって収益を認識しています。

・印刷事業

印刷事業においては、主に出荷時点または受託印刷が完了した時点で収益

を認識しております。出荷においては、出荷時から当該サービスの支配が

顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、重要性等に関す

る代替的な取扱いを適用し、出荷時に収益を認識しております。

（会計上の見積りに関する注記）

（繰延税金資産の回収可能性）

1.当連結会計年度計上額

繰延税金資産 757,406千円

2.その他見積りの内容に関する理解に資する情報

当社グループは、将来の課税所得見込額が十分に確保できることや、回収可

能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しており

ます。

繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに基づき算出している

ため、その見積りの前提条件に変更が生じ減少した場合、繰延税金資産の減額

により翌連結会計年度の連結計算書類に影響を与える可能性があります。
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（収益認識に関する注記）

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年3月31日）

（単位：千円）

売上高

物流事業

倉庫部門 1,854,570

港湾フォワーディング部門 6,928,824

運輸部門 13,972,700

不動産事業 85,554

印刷事業

一般印刷部門 8,209,711

新聞印刷部門 5,659,147

その他 574,267

顧客との契約から生じる収益 37,284,775

その他の収益 1,838,305

外部顧客への売上高 39,123,081

（注）その他の収益は企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基

づく収益であります。

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「4.会計方針に関する事項 収益及

び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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3.当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

（1）契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）

当連結会計年度

契約資産（期首残高） ―

契約資産（期末残高） ―

契約負債（期首残高） 119,881

契約負債（期末残高） 126,322

（2）残存履行義務に配分された取引価格

当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の

便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価

の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

（追加情報）

（退職給付債務の計算方法の変更）

一部の連結子会社において、事業構造改善により従業員数が大幅に減少し、

退職給付債務の算定について合理的な数理計算上の見積りを行うことが困難と

なったため、当連結会計年度より退職給付債務の計算方法を原則法から簡便法

へ変更いたしました。

この変更に伴い、退職給付に係る負債戻入額82,000千円を特別利益として計

上しております。

（連結貸借対照表に関する注記）

1. 担保資産

担保に供している資産

建物及び構築物 2,704,707千円

土地 11,621,422千円

投資有価証券 512,550千円

計 14,838,680千円

上記に対応する債務

短期借入金 3,017,175千円

長期借入金 4,840,825千円

計 7,858,000千円
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2. 有形固定資産の減価償却累計額 39,962,769千円

3. 実行可能期間付タームローン契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と実行可能期間付タ

ームローン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借

入実行残高は次のとおりであります。

実行可能期間付タームローン 390,000千円

借入実行額 390,000千円

差引残高 ― 千円

4. 顧客との契約から生じた債権の残高および契約資産の残高は、それぞれ以下の

とおりです。

受取手形 2,200千円

売掛金 3,759,665千円

契約資産 ― 千円

5. 流動負債「その他」のうち、契約負債の残高 126,322千円

6. 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

（連結損益計算書に関する注記）

1. 売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 37,284,775千円

2. 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位：株)

株式の種類
当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式 1,418,000 － － 1,418,000

2. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配 当 額

基 準 日 効力発生日

2025年６月26日
定時株主総会

普通株式 169,743千円 120円
2025年
３月31日

2025年
６月27日
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(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会

計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額

１株当たり
配 当 額

基 準 日 効力発生日

2026年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 198,034千円 140円
2026年
３月31日

2026年
６月26日

3. 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

金融商品に対する取組方針

当社グループは、物流事業、不動産事業および印刷事業を行うための設備投

資計画に照らして必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。また中長

期的な運転資金（一部子会社においては短期的な運転資金）を銀行借入および

社債発行により調達しております。デリバティブはリスクを回避するために利

用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2026年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価お

よびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株

式等は、次表には含めておりません。（（注）を参照ください。）また、現金は注記

を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、短期貸付金、支払

手形及び買掛金、電子記録債務は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似

することから、注記を省略しております。
(単位：千円)

連結貸借対照表
計 上 額 (*)

時 価 (*) 差 額

(1) 投資有価証券

その他有価証券 3,671,444 3,671,444 ―
(2) 長期貸付金 407,996 376,001 △31,994

(3) 長期借入金 (8,213,550) (8,072,330) △141,219

(4)デリバティブ取引 ― ― ―

(*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

長期貸付金には１年内に回収予定の金額を含み、長期借入金には１年内に返済

予定の金額を含んでおります。
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(注) 市場価格のない株式等

（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 185,159

3. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要

性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）

相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１インプット以外の直接または間接的に観察可能な

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、

それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先

順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：千円）

時価

区分 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 3,671,444 ― ― 3,671,444

（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：千円）

時価

区分 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金 ― 376,001 ― 376,001

長期借入金 ― 8,072,330 ― 8,072,330
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（注）時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取

引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金

と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含め

て記載しております。（下記「長期借入金」参照。）

長期貸付金

これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定され

る利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類して

おります。

長期借入金

これらの時価は元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される

利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類してお

ります。なお、変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象と

されており（上記「デリバティブ取引」参照）、当該金利スワップと一体とし

て処理された元利金の合計額を用いて算定しております。
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（賃貸等不動産に関する注記）

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社および一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用の倉庫や

賃貸オフィスビルなどを有しております。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項
(単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時 価

10,556,850 24,155,768

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計
額を控除した金額であります。

2. 当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づく金
額、その他は自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含
む。）であります。

（１株当たり情報に関する注記）

1. １株当たり純資産額 16,578円85銭

2. １株当たり当期純利益 1,259円37銭

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表

(2026年３月31日現在)
(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部)

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 及 び 運 搬 具

工 具 ・ 器 具 ・ 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

借 地 権

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

6,600,897

2,658,298

2,200

1,012,120

2,420,399

9,541

313,709

184,628

30,577,257

22,326,757

4,107,024

364,371

471,814

598,265

481,073

16,272,834

31,374

1,166,817

1,107,626

59,190

7,083,682

3,329,506

2,065,069

96,735

1,607,371

△15,000

(負 債 の 部)

流 動 負 債

買 掛 金

7,858,280

2,393,944

427,844

3,037,215

613,203

231,301

371,778

198,276

584,716

電 子 記 録 債 務

短 期 借 入 金

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

賞 与 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債 10,380,722

長 期 借 入 金 4,919,115

再評価に係る繰延税金負債 2,617,606

退 職 給 付 引 当 金 8,193

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 1,352,119

資 産 除 去 債 務 38,697

長 期 預 り 金 999,794

繰 延 税 金 負 債 235,643

そ の 他 209,553

負 債 合 計 18,239,003

(純 資 産 の 部)

株 主 資 本 11,833,365

資 本 金 2,189,000

資 本 剰 余 金 32,991

資 本 準 備 金 32,991

利 益 剰 余 金 9,624,730

利 益 準 備 金 295,795

そ の 他 利 益 剰 余 金 9,328,935

繰 越 利 益 剰 余 金 9,328,935

自 己 株 式 △13,355

評 価 ・ 換 算 差 額 等 7,105,785

その他有価証券評価差額金 1,607,304

土 地 再 評 価 差 額 金 5,498,481

純 資 産 合 計 18,939,151

資 産 合 計 37,178,154 負 債 純 資 産 合 計 37,178,154
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損 益 計 算 書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 22,975,801

売 上 原 価 19,205,318

売 上 総 利 益 3,770,483

一 般 管 理 費 2,405,818

営 業 利 益 1,364,664

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,422

受 取 配 当 金 225,238

そ の 他 163,840 391,501

営 業 外 費 用

支 払 利 息 101,869

そ の 他 5,964 107,833

経 常 利 益 1,648,332

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 72,957 72,957

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 138 138

税 引 前 当 期 純 利 益 1,721,151

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 633,392

法 人 税 等 調 整 額 △27,358 606,033

当 期 純 利 益 1,115,118
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株主資本等変動計算書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

(単位：千円)

残 高 及 び 変 動 事 由

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 2,189,000 32,991 278,820 8,400,535 △13,355 10,887,991

当 期 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 16,974 △186,718 △169,743

当 期 純 利 益 1,115,118 1,115,118

株主資本以外の項目の
当期中の変動額(純額)

当期中の変 動 額 合 計 － － 16,974 928,400 － 945,374

当 期 末 残 高 2,189,000 32,991 295,795 9,328,935 △13,355 11,833,365

(単位：千円)

残 高 及 び 変 動 事 由

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

土地再評価差額金
評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 1,066,486 5,498,481 6,564,967 17,452,958

当 期 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △169,743

当 期 純 利 益 1,115,118

株主資本以外の項目の
当期中の変動額(純額)

540,818 540,818 540,818

当期中の変 動 額 合 計 540,818 － 540,818 1,486,192

当 期 末 残 高 1,607,304 5,498,481 7,105,785 18,939,151
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個別注記表

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料及び貯蔵品

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(3) デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

建物、構築物については定額法、その他の資産については定率法によってお

ります。また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限

度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっておりま

す。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

ただし、自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

長期前払費用

定額法
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3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため支給見込額に基づき計上し

ております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込

額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しておりま

す。

退職給付引当金および退職給付費用の計算にあたり、退職給付に係る期末自

己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しておりま

す。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要

支給額を計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び

「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021

年３月26日）を適用しており、主要な事業における主な履行義務は顧客との契

約に基づいて財またはサービスを提供する義務を負っております。

収益を認識する通常の時点については、出荷時点ならびに約束した財または

サービスの支配が顧客に移転した時点で、当該またはサービスと交換に受け取

ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。ただし、出荷にお

いては当該サービスの支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であ

るため、重要性に関する代替的な取扱いを適用し、出荷時に収益を認識してお

ります。
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5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっ

ております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段………金利スワップ

ヘッジ対象………変動金利の借入金

ヘッジ方針

将来の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを行っております。

ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略してお

ります。

（会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であっ

て、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のと

おりです。

子会社株式の評価

関係会社株式 2,065,069千円

関係会社株式のうち、市場価格のない子会社株式については、実質価額が期末日

直前の貸借対照表価額と比較して著しく低下している場合、回復可能性の判定を行

った上で減損要否の判定を行っております。

実質価額の評価や回復可能性の判定には経営者の判断が含まれることから、将来

の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）

1. 担保資産

担保に供している資産

建物 2,704,707千円

土地 11,621,422千円

投資有価証券 512,550千円

計 14,838,680千円

上記に対応する債務

短期借入金 3,017,175千円

長期借入金 4,840,825千円

計 7,858,000千円
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2. 有形固定資産の減価償却累計額 33,851,118千円

3. 偶発債務

他の会社の金融機関等からの保証に対応し、債務保証を行っております。

㈱エアロ航空 61,000千円

4. 関係会社に対する金銭債権・債務

関係会社に対する短期金銭債権 65,933千円

関係会社に対する長期金銭債権 696,660千円

関係会社に対する短期金銭債務 163,173千円

関係会社に対する長期金銭債務 210,408千円

5. 土地の再評価について

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事

業用土地の再評価を行い、再評価に係る繰延税金負債を負債の部、土地再評価

差額金を純資産の部に計上しております。

・再評価の方法………土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公

布政令第119号）第２条第４号の定めにより算出。

・再評価を行った年月日………2000年３月31日

なお、当該事業用土地の2026年３月31日における時価の合計額は、再評価後の

帳簿価額の合計を14,079,862千円上回っております。

6. 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

（損益計算書に関する注記）

1. 関係会社との取引高

関係会社との取引高は下記のとおりです。

売上高 1,590,737千円

仕入高等 2,197,516千円

営業取引以外の取引高 270,229千円

2. 売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 19,691,226千円

3. 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

（株主資本等変動計算書に関する注記）

1. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位：株)

当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式 3,469 ― ― 3,469

2. 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金 2,582千円

賞与引当金 72,534千円

貸倒引当金 4,728千円

その他の投資評価損 17,833千円

投資有価証券評価損 8,068千円

減損損失 12,430千円

減価償却費 96,008千円

未払事業税 22,913千円

役員退職慰労引当金 426,187千円

その他 31,637千円

繰延税金資産小計 694,925千円

評価性引当額 △185,599千円

繰延税金資産合計 509,325千円

繰延税金負債

資産除去債務 △5,158千円

その他有価証券評価差額金 △739,810千円

繰延税金負債合計 △744,968千円

繰延税金負債純額 △235,643千円
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（関連当事者との取引に関する注記）

(1) 当社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類
会社等
の名称

所在地

資本金
または
出資金
(千円)

事業の
内 容

議決権等
の所有
(被所有)
割合
(％)

関連当
事者と
の関係

取引の
内 容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社
㈱オーエー
コーポレー
ション

東京都
江東区

10,000
不動産の
売買仲介
・賃貸等

(被所有)
直 接
52.53

不動産の
賃借

役員の兼
任

管理料他 11,280 売掛金 1,287

設備の賃借 739,746 前払費用 173,803

不動産賃借
保証金

―
不動産賃借
保証金

676,660

取引条件及び取引条件の決定方針等
設備の賃借については、専用設備が中心であり、その維持管理費、建築費
および投資価値を勘案した価格を基準に決定しております。

(注) 所有割合は、自己株式を控除して計算しております。

(2) 子会社等

種類
会社等
の名称

所在地

資本金
または
出資金
(千円)

事業の
内 容

議決権等
の所有
(被所有)
割合
(％)

関連当
事者と
の関係

取引の
内 容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社

アサガミプ
レスセンタ
ー㈱

東京都
江東区

10,000 印刷事業
(所有)
直 接
100.00

不動産の
賃借

役員の兼
任

経営指導料 56,964 未収入金 5,221

アサガミ物
流㈱

神奈川
県

横浜市
鶴見区

50,000
貨物自動車
運送事業

(所有)
直 接
100.00

役員の兼
任

経営指導料 15,000 未収入金 1,375

㈱エアロ航
空

東京都
江東区

70,000
航空貨物
取扱

(所有)
直 接
100.00

役員の兼
任

銀行に対す
る債務保証

61,000 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
経営指導料の取り決めについては、業務内容を勘案の上、同社と協議の上決
定しております。

（１株当たり情報に関する注記）

1. １株当たり純資産額 13,389円00銭

2. １株当たり当期純利益 788円33銭

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

― 46 ―

2026年05月25日 13時41分 $FOLDER; 46ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年５月14日

ア サ ガ ミ 株 式 会 社

取 締 役 会 御中

興 誠 監 査 法 人
東京都中央区

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 本 橋 清 彦

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 山 岸 万 希 子

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、アサガミ株式会社の2025年４月１日から

2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、アサガミ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業
体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内

容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に

おいて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重
要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合

には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書

類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算
書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連
結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場
合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、
並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の
監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識

別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード
を適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以 上
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連結計算書類に係る監査役会の監査報告書

連結計算書類に係る監査報告書

当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第104期事業年度に
係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書および連結注記表）に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議
の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状

況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、連結計算

書類について取締役および使用人等から報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し
ているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以
上の方法に基づき、当該事業年度に係る連結計算書類について検討いたしまし
た。

2. 監査の結果
会計監査人興誠監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

2026年５月15日

アサガミ株式会社 監査役会

常 勤 監 査 役 石 橋 義 久 ㊞
常 勤 監 査 役 藤 縄 省 吾 ㊞
社 外 監 査 役 濱 本 英 輔 ㊞
社 外 監 査 役 金 髙 雅 仁 ㊞

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年５月14日

ア サ ガ ミ 株 式 会 社

取 締 役 会 御中

興 誠 監 査 法 人
東京都中央区

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 本 橋 清 彦

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 山 岸 万 希 子

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、アサガミ株式会社の2025年４月１

日から2026年３月31日までの第104期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下、「計算書類等」という。）に
ついて監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体
の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内

容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な
誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合

には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算

書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査
に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及
び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過

程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第104期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書
を作成し、以下のとおり報告いたします。
1. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況およ
び結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2)各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監
査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努め
るとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社およ
び主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、子会社につ
いては、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社
法施行規則第100条第１項および第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内
容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役
および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応
じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項および同
号ロの判断および理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、そ
の内容について検討を加えました。
④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われていることを確保する
ための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企
業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属
明細書について検討いたしました。
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2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示
しているものと認めます。

② 取締役の職務の遂行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な
事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当
社の利益を害さないように留意した事項および当該取引が当社の利益を害さないかど
うかについての取締役会の判断およびその理由について、指摘すべき事項は認められ
ません。

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人興誠監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

2026年５月15日

ア サ ガ ミ 株 式 会 社 監査役会

常 勤 監 査 役 石 橋 義 久 ㊞
常 勤 監 査 役 藤 縄 省 吾 ㊞
社 外 監 査 役 濱 本 英 輔 ㊞
社 外 監 査 役 金 髙 雅 仁 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

議 案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

第104期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を

勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金140円 総額 198,034,430円

(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2026年６月26日

以 上
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●日比谷図書文化館

●日比谷公会堂

●日生劇場

東京ミッドタウン
日比谷 ●

東京宝塚
●劇場

●泰明小学校

地下鉄銀座駅(丸ノ内線)外堀通り

●日比谷シャンテ

日比谷通り

正面玄関

帝国ホテル本館

宴会出口

インペリアルタワー駐車場ビル

●

日比谷公園 地下鉄日比谷駅
(日比谷線・千代田線)富国生命

ビル ●

地下鉄
内幸町駅
(三田線)

地下鉄日比谷駅
(日比谷線)

JR新橋駅

首都高速８号線

JR有楽町駅

第104回定時株主総会会場ご案内

会 場 東京都千代田区内幸町一丁目１番１号

帝国ホテル 《本館３階 鶴の間》

電 話 03－3504－1111（大代表）

交通のご案内

地下鉄 銀 座 駅（徒歩５分） JR 有楽町駅（徒歩５分）

日比谷駅（徒歩３分） 新 橋 駅（徒歩７分）

内幸町駅（徒歩３分）
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